
福井大学における成績評価基準等に関する規程

平成２８年７月２０日

福大規程第１１４号

（目的）

第１条 この規程は，福井大学学則（平成１６年福大学

則第１号）第４６条第２項及び福井大学大学院学則

（平成１６年福大学則第２号）第２９条の５第２項並び

に第４項の規定に基づき，各学部・研究科等（以下

「学部等」という。）が学生に明示する学修の成果

に係る評価基準等（以下「成績評価基準」という。）

について，必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規程において用いる用語の定義は，次の

とおりとする。

２ グレード・ポイント（以下「GP」という。）とは，

成績評価基準において，各評価に対しあらかじめ付

与された等級を表す数値をいう。

３ グレード・ポイント・アベレージ（以下「GPA」

という。）とは，各科目にあらかじめ設定されてい

る単位数に当該科目の成績に応じて GPを乗じ，こ

れらの合計を履修単位数の合計で除して得られる数

値をいう。

４ 学期 GPAとは，学期毎に算出される GPAをい

う。

５ 累積 GPAとは，在学中の全学期を通じて算出さ

れる GPAをいう。

（成績評価基準）

第３条 成績評価基準は，次の各号に定めるとおりと

し，評価（評語）が秀，優，良，可，Ａ＋，Ａ，

Ａ－，Ｂ＋，Ｂ，Ｂ－，Ｃ＋，Ｃ，Ｃ－，Ｄ＋，Ｄ

及びＤ－を合格，不可及びＦを不合格とする。

� ５段階評価の場合

� １３段階評価の場合

２ 前項第１号の評語は，英文証明書等にあっては，

秀，優，良，可，不可を，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆと読

み替えるものとする。

（GPA制度）

第４条 GPA制度は，学生の学修意欲を高めるとと

もに，客観的な成績評価と履修指導及び学生支援に

活用する。

（対象授業科目）

第５条 GPA算出の対象授業科目は，本学在学中に

履修した全ての授業科目とする。

２ 前項の規定にかかわらず，次の授業科目について

は，対象から除くものとする。

� 成績を合格か不合格かだけで判定する科目

� 本学に再入学した際の単位認定科目

� 他大学等との単位互換で修得した科目

� 交換留学等で修得した科目

� 学生からの申請に基づき，履修登録を取り消し

た科目

� 学部等が別に定める科目

（GPAの計算方法）

第６条 GPAは，次の各号に区分し，当該各号に定

める方法により算出する。その値に小数点以下第二

未満の端数があるときは，これを四捨五入する。

� 学期 GPA

学期 GPAは，当該学期に履修した授業科目ごと

評価
（評語） GP 評価基準 評価点

秀 ４ 目標を十分に達成し，きわめ
て優秀な成果をあげている。 １００点～９０点

優 ３ 目標を十分に達成している。 ８９点～８０点
良 ２ 目標を概ね達成している。 ７９点～７０点
可 １ 目標を最低限達成している。 ６９点～６０点
不可 ０ 目標を達成していない。 ５９点～０点

Ａ－ ３．６７ 目標をほぼ完全に達成し，優秀な成果をあげている。 ９４点～９０点

Ｂ＋ ３．３３ 目標を十分に達成しており，優秀な部分も多くみられる。 ８９点～８７点

Ｂ ３．００ 目標を十分に達成している。 ８６点～８３点

Ｂ－ ２．６７
目標を十分に達成しているが，
一部について改善の余地があ
る。

８２点～８０点

Ｃ＋ ２．３３ 目標を概ね達成し，優秀な部分もみられる。 ７９点～７７点

Ｃ ２．００ 目標を概ね達成している。 ７６点～７３点

Ｃ－ １．６７
目標を概ね達成しているが，
一部さらなる学修を必要とす
る部分も残る。

７２点～７０点

Ｄ＋ １．３３ 最低限の目標は達成しており，中には優秀な部分もみられる。６９点～６７点

Ｄ １．００ 最低限の目標は達成している。６６点～６３点

Ｄ－ ０．６７
最低限の目標は達成している
が，一部さらなる学修を必要
とする部分も残る。

６２点～６０点

Ｆ ０ 目標を達成していない。 ５９点～０点

評価
（評語） GP 評価基準 評価点

Ａ＋ ４．００ 目標を完全に達成し，傑出した水準に達している。 １００点～９８点

Ａ ４．００
目標をほぼ完全に達成し，き
わめて優秀な成果をあげてい
る。

９７点～９５点



の単位数に当該学期の成績評価に応じた GPを乗じ，

その合計を当該学期に履修した授業科目の単位数合

計で除して算出する。

� 累積 GPA

累積 GPAは，学期 GPA計算方法の「当該学期」

を「在学中」に読み替え，同様の計算方法により算

出する。

（GPAの計算期日）

第７条 GPAの計算は，学期ごとに指定された期日

（以下「GPA計算期日」という。）までに確定した

成績に基づいて行う。

２ GPA計算期日までに成績が確定していない科目

については，計算上は履修していないものとして取

扱う。

３ GPA計算期日は，教務学生委員会において定め

る。

（履修の取り消し）

第８条 一度履修登録した科目であっても，履修を取

り消すことができる。

２ 履修の取り消しは，学部等が別に定めるところの

履修取り消し期間（以下「履修取り消し期間」とい

う。）により取り扱う。ただし，履修取り消し期間

内に手続きを行わない場合は，当初申請した履修科

目が GPA算出の対象となる。

（不正行為により無効とされた成績の取扱い等）

第９条 不正行為により無効とされた成績は，不合格

として扱う。

２ 当該学期の GPA計算期日以降に当該学期の成績

が不正行為により無効とされた場合は，当該学期の

GPA計算期日までに当該成績が無効となったもの

とみなし，GPAを再計算するものとする。

（再履修等における GPAの取扱い）

第１０条 一度不合格と評価された授業科目について，

後に再履修等によって合格となった場合にあっても，

GPA算出の対象から一切除外しない。

（GPAの通知及び記載）

第１１条 学期 GPA及び累積 GPAは，学期毎に学生

へ通知し，成績原簿には記載しない。

（その他）

第１２条 この規程に定めるもののほか，成績評価基準

に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

１ この規程は，平成２８年７月２０日から施行し，平成

２８年４月１日から適用する。

２ 平成２８年３月３１日以前に入学した者及び当該者の

属する年次に転入学，編入学又は再入学する者は，

この規程の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３ 福井大学における成績評価基準等に関する要項

（平成２８年２月２３日学長裁定）は，廃止する。


